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【開催日】 平成２９年５月２６日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時２分～午前１１時４３分 

【出席委員】 

委  員  長 河 野 朋 子 副 委 員 長 中 島 好 人 

委     員 大 井 淳一朗 委     員 岡 山   明 

委     員 河 﨑 平 男 委     員 笹 木 慶 之 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議     長 尾 山 信 義 副  議  長 三 浦 英 統 

 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 総合政策部長 川 地   諭 

公営競技事務所長 上 田 泰 正 公営競技事務所主

事 

長 村 知 明 

総務部長 今 本 史 郎 税務課長 藤 山 雅 之 

税務課固定資産税

係主任 

梅 田 典 子   

                          

【事務局出席者】 

事 務 局 長 中 村   聡 議 事 係 長 中 村 潤之介 

 

【審査内容】 

１ 議案第４７号 平成２９年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補

正予算（第１回）について（公営） 

 

２ 承 認 第 ２ 号 山陽小野田市税条例の一部改正に関する専決処分について

（税務） 



 

 2 

 

３ 承 認 第 ３ 号 山陽小野田市都市計画税条例の一部改正に関する専決処分

について（税務） 

 

午前１０時２分開会 

 

河野朋子委員長 おはようございます。ただいまから総務文教常任委員会を開

会いたします。それでは、審査内容に入る前に、まず執行部のほうから

少し御挨拶があるということでよろしくお願いいたします。 

 

古川副市長 おはようございます。先日、２３日は議会同意をいただきまして、

２４日に市長のほうから副市長の選任辞令をいただきました。挨拶の中

でも言いましたように、市長を支え職員一丸となってやるということの

中で、私も行政を離れて少したっておりますので、今行政がどういう状

況であるか、どういう問題を抱えているか、また市民の代表である議会

の議員の皆様がどういうような考えをお持ちであるかというのは、やは

り議会なり委員会に出て生の声を聞くのが一番ということで、これから

はできる限り委員会並びに協議会にも出席させていただいて、御意見な

りを聴取しようというふうに考えておりますので、見苦しいかもしれま

せんがお付き合いのほどよろしくお願いいたします。答弁は基本的には

部長以下がしますのでよろしくお願いします。 

 

河野朋子委員長 はい、それではお願いします。 

 

長村公営競技事務所主事 おはようございます。今年の４月から公営競技事務

所主事を拝命いたしました長村と申します。２８年度末まで経済産業省

の車両室で研修させていただきまして、今回現場のほうでまた業務にま

い進していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

上田公営競技事務所長 それからですね、もう一人、４月１日の人事異動で大 
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下賢二、元総務課におりましたが、副所長として就任しております。今

日はちょっと所用で出席できないんですが、はい。以上です。 

 

河野朋子委員長 はい、それでは審査に入りたいと思います。審査内容の１番、

議案第４７号、平成２９年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計

補正予算第１回について審査をいたします。執行部の説明をお願いいた

します。 

 

上田公営競技事務所長 それでは議案第４７号、平成２９年度山陽小野田市小

型自動車競走事業特別会計補正予算第１回について説明いたします。今

回の補正は、平成２８年度の決算見込みについて、歳入が歳出に不足す

る見込みでありますので、地方自治法施行令第１６６条の２の規定に基

づき、平成２９年度の歳入を繰り上げてこれに充当するものであります。

予算書の１ページを御覧ください。ここの第１条にありますように、歳

入歳出総額に、歳入歳出それぞれ１０億９，０００万円を追加し、歳入

歳出予算総額を歳入歳出それぞれ１０２億９，６９２万円とするもので

ございます。予算書５ページ、６ページを御覧ください。よろしいでし

ょうか。上段の歳入では、２款諸収入２項雑入１目雑入１節雑入に歳入

欠陥補填収入として１０億９，０００万円を新たに計上し、その下の欄

になりますが、歳出では、４款前年度繰上充用金１項前年度繰上充用金

１目前年度繰上充用金２２節で補償、補填及び賠償金に前年度繰上充用

金として、平成２８年度の歳入歳出不足額に充てるため、１０億９，０００

万円を新たに計上しております。次に、資料のほうで説明いたします。

Ｂ４の資料になります。よろしいでしょうか。開いていただいて、まず

資料その１になります。まず１番上の段になりますが、平成２８年度歳

入歳出決算についてです。平成２８年度の歳入歳出決算見込みは、歳入

の８１億３，８２６万８，０００円と前年度繰上充用金及び基金積立を

含む歳出９２億２，５８４万７，０００円の差引き１０億８，７５７万

９，０００円となります。この「歳入が歳出に不足する額」が、平成２８

年度末の累積赤字見込額となり、繰上充用を行うため、１０億９，０００
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万円の補正予算を計上することになりました。次に、第２になりますが、

平成２８年度単年度収支について。平成２８年度の単年度収支について

は、歳入が８１億３，８２６万８，０００円、歳出８２億９，３６４万

５，０００円で、差引き１億５，５３７万７，０００円の減が見込まれ

ます。次に、累積債務について説明いたします。まず、３になりますが

ＪＫＡ１、２号交付金猶予分の返済についてです。これまで、返済の平

準化措置も図ったこともございますが、平成２８年度には１億３，０００

万円を返済し、残額は１億４，９００万円になります。この残額、平成

２９年度で返済は終了となります。次に、４番のリース料について。こ

れについては、平成２８年度中に関係機関との協議、調整によりまして、

返済の平準化措置を図っております。ＪＫＡ１、２号交付金猶予分の返

済が終了する今年度平成２９年度まで、平準化措置により定まった返済

額の半額を返済にするこに調整したことにより、リース料は平成２８年

度には３，８３５万７，０００円返済し、残額は７億２，８７７万

７，０００円になっております。次に第５として累積赤字額について。

これについては、平成２７年度末で９億３，２２０万１，０００円あり

ましたが、２８年度末の累積赤字見込額は、１０億８，７５７万９，０００

円となります。したがって、６番の三つの累積債務の額については、平

成２７年度末で１９億７，８３３万５千円ありましたが、２８年度末の

三つの累積債務の額は、１９億６，５３５万５，０００円となります。

次に基金についてですが、７番施設改善基金についてですが、平成２７

年度末で４億５，５９５万４，０００円ありました。平成２８年度には、

利息１万３，０００円を積立て、耐震工事実施設計委託のため、８６２

万９，０００円を取り崩しております。その結果、平成２８年度末の施

設改善基金見込額は、４億４，７３３万８，０００円となります。次に、

８番として財政調整基金についてですが、平成２７年度末で１億１，５９５

万９，０００円ありました。平成２８年度には、利息４，０００円を積

立て、平成２８年度末の財政調整基金見込額は、１億１，５９６万

３，０００円となります。次に、資料をめくっていただいて、資料その

２になります。資料１の裏になりますが、１番上段が開催に係る収支、
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２段目の段が開催以外に係る収支、３段目が重勝式に係る収支になって

おります。まず１番上のほうですが、勝車投票券売上収入１番上段にな

りますが７７億３，４３０万円、それから主なものとして場外発売事務

協力収入２億９，１９０万７，０００円などの歳入合計、丸６のところ

に合計がございますが８０億６，９２１万１，０００円、これから右の

歳出のほうになりますが丸２番義務的経費、勝車投票券払戻金、それか

らＪＫＡ交付金等、これの合計５５億４，９２８万６，０００円、備考

の丸２番の上のほうに示しておりますがその額。丸３番の開催経費、備

考のところに書いておりますが、主なものとして競走会業務委託料、本

場開催のときに支出します場外発売事務協力費、選手賞金などこうした

部分、市の収益保証額５，０００万円を含む額として開催経費の合計が

１９億１，０１１万２，０００円。それから丸５番になりますが、包括

的民間委託料６億９８１万３，０００円となります。次に開催以外に係

る収支ですが、これについては先ほど言いました基金の繰入れ等ござい

ます。施設改善基金の繰入れしたものが８６２万９，０００円、それか

ら国庫補助に係る耐震工事実施設計に係る充当をしておりますが、５８８

万４，０００円ございます。それから支出のほうとして、ＪＫＡの特例

交付金の返済１億３，０００万、これは２９年度までありますが、この

分の支払い、それからリース料の３，８３５万７，０００円、それから

耐震工事に係る関係の分、評価手数料８２万１，０００円と実施設計の

委託料１，３６９万２，０００円がございます。それから地域公益事業。

これは市の収益保証５，０００万からの支出になりますが、８６８万円

となっております。こうしたものを含めて、開催以外に係る収支、ここ

では前年度の繰上充用金が入っておりますので、マイナス１０億９，１６１

万９，０００円となっております。それから、重勝式に係る収支、これ

は昨年の平成２８年１２月１４日のＧⅠスピード王から発売開始となっ

ておりますが、新しい重勝式の発売金、売上げの実績が５，４５２万

８，０００円となっておりまして、それに係る関係の支出、払戻金、

ＪＫＡ交付金、それから開催経費として開催場の負担金、全動協にお支

払いする特別拠出金、それから委託業者、日本写真判定に払う重勝式に
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係る発売業務の委託料としての支出がございます。そうした部分を差し

引いて、収益として４０４万１，０００円となっております。こうした

部分が、下にＡプラスＢプラスＣというところで、全部の収支の合計が

出ております。これが、１ページの１番上の上段の数字になっておりま

す。ということで、Ｃの収益保証５，０００万円から、人件費等の固定

経費、それから地域公益事業差し引いた分として１番下に示しておりま

す、三つの債務の解消額１，２９８万円となっております。次に、

３ページ目の資料ですが、これは平成２８年度の車券売上額、いわゆる

売上げの状況、それから入場者数、利用者数の集計表になっております。

こうして見ますと、１番左に総売上額が出ております。全体的にはほぼ

底打ちの状態にはなっておりますが、今年度山陽の分、５段目になりま

すけど、上が今年の４８日、前年度は４５日となっております。売上額

７７億ということで、昨年度平成２７年度が６５億でしたので、その分

の売上げよりも１１９％、１２億プラスということになっております。

１日平均を見ても１１１％になっております。それから、本場の入場者

数につきましても、前年度比で日数が関係してございますので、１日平

均を見ますと右のほうになります。右から７番目ぐらい、いや６番目で

すね１００．２％ということになっておりまして、入場者についてもほ

ぼ底と言いますか、今後いろんなイベント等をやっておりまして、本場

の入場者数も特に土曜日曜いろいろ確保している状況ではございます。

そうした状況もあって、今こういうふうな売上げの状況になっておりま

す。下のほうは今までなかったと思いますが、ミッドナイト、飯塚で

ミッドナイトを売りますが、参考に数字を挙げております。以上で、資

料の説明を終了いたします。 

 

河野朋子委員長 はい。説明が終わりましたので、質疑に入りたいと思います

が、資料に沿ってというか資料のほうから質問を受けたいと思います。

資料１について何か質疑があればお願いいたします。よろしいですか。

質疑なしですか。 
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大井淳一朗委員 今回繰上充用が１０億円にいってしまったということで、昨

年が９億３，５００万、その前が７億４，０００万ということでだんだ

ん上がってきております。返済計画をこの前見せてもらったようにこれ

に見れば、どうも来年度は１２億ぐらいいくのではないかなと思うんで

すが、実際そのような経緯をこのような傾向になっている原因とこうし

たことは大体３０年度、３２年度ぐらいまでかな。１０億ずっと超えて

いくような感じになっていくんですが、その辺の見通しはいかがでしょ

うか。 

 

上田公営競技事務所長 先ほど説明いたしましたとおり、三つの債務の返済が

ございます。累積赤字、それからＪＫＡ交付金の返済、それからリース

料の返済ということで、この返済を行う中で、先ほど言いましたとおり

ＪＫＡ交付金猶予の返済が平成２８年度は１億３，０００万、それから

２９年度、今年度でありますけど１億４，９００万残っております。そ

れとリース料が３，８３５万７，０００円、２９年度も３，８３５万円

ですのでやはり２９年度も同様の、もちろん債務の解消額の影響にもよ

りますが１億三千、四千あたりの累積赤字額っていう部分ではまた増え

る傾向がございますが、三つの累積債務の合計額については債務の解消

額ほど減るようになります。それから３０年度以降については、これま

で三つの累積債務ということでございましたが、今後は累積赤字額とリ

ース料の残のみとなりまして、この平成３０年度からは二つの累積債務

に集中して債務の解消を行っていくことになります。 

 

大井淳一朗委員 説明受けたとおりなんですけれども、単年度収支を先ほど報

告ありました資料１ですけども、このように差引きしますとこれだけあ

るので今回繰上充用が増えたということです。今、説明がありましたよ

うにいろいろな三つの累積債務について返済をしていく関係上、こうな

ってしまうことは理解できるんですけども、肝腎な売上げはですね、昨

年と比べると確かに売上げは上がってきてるんですが、それは開催日数

が増えたことという関係で自然増になっているだけであって、基本的に
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売上げをこれから伸ばしていかないことにはですね、どんどんこの予定

計画と狂いが生じてくるとは思うんですよね。売上げを上げるために今

後どのように対策を打っていくおつもりなのか、この点についてお答え

ください。 

 

上田公営競技事務所長 はい。売上げ向上のためには、今後もですね、今業界

内でいろいろやっていることがございます。もちろん各場でやるいろん

なイベント、それから売上げ向上策もございますが、いろいろ今この発

売チャンネルとしてですね、発売のいろんな手法として本場だけでなく

て川口、伊勢崎の場間場外の発売、それからネット投票。今はこれが主

流になっておりますが、業界のオフィシャルいわゆるＪＫＡのほうで

やっております電話投票の売上げの向上、それから今民間ポータルの売

上げもございますが、そうした民間を活用した電話投票の売上げ向上、

それと今業界内でいろいろ進めております共用場外、競輪のサテライト

で発売するオートレースの発売の箇所が２５か所ございますが、そう

いったところも今まだ今年度平成２９年度も増える傾向にはなってお

りまして、そうした部分も拡大も図りながらやっていく。一方で、いろ

いろお客さんに仕掛けていく広報宣伝のほうとして払戻率の可変化の

対応、それから先ほど言いました場外場でのいろんな宣伝の仕方、今ま

でに無かったいろんな方法とかですね、そういうのを選手も含めた形の

中でいろんなところで仕掛けていきたいというふうには考えておりま

して、全く何年か前みたいに各場でそれぞれやっていたということでは

なくて、いろんな協議を経ながらもちろんＪＫＡそれから経済産業省の

車両室といろんな意見交換をしながら、今業界の方でも経営成長戦略委

員会というのがございます。こうした部分の中で業界含めて番組等も含

めていろいろやっていきたいと思います。勝ち上がりとか番組に係る組

み方とかそういったところまでですね、とにかく売上げに直結すること

は図っていけるように今は意見調整というのができる構造になってい

ると思っておりますので、それを更に強めていきたいというふうにして

おります。 
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大井淳一朗委員 今回思ったより昨年からですかね、当たるんですいわゆる４

重勝式ということで抜本的な売上げ向上策になるのではないかという

ところだったんですが、思ったより伸びていないというのが現状でござ

います。そうしたことを受けて、さらに新たな手を打つ必要があるので

はないかと思うんですが、その辺のことは何かこの４重勝の改善も含め

て考えておられるのかその点についてお答えください。 

 

上田公営競技事務所長 これについては、重々発足当時から成立状況ずっと毎

日見ておりまして、いろいろ主体となっております日本写真判定のほう

と調整はしております。やはり実績として平成２８年度で５００円だけ

の成立となりますが、２７回の成立しかなっておりません。そういった

部分で収益も約４００万というところになっております。今後２９年度

の仕掛けでどのようにやるのか。これについてはさらなる宣伝強化、当

たるんですのホームページの改善というところ図りまして、日本写真判

定のほうも新たに投資する中で今後売上げ向上を図るようにしていき

たいというふうに思っております。もちろん業界内でもＪＫＡとも連絡

調整を図っておりますのでＪＫＡにも協力いただけるところもお願い

しながら、この重勝式がまだ可能性があるというふうに捉えております

ので、その辺、より売上げ向上を図れるべき調整を図っていけるよう努

力してまいります。 

 

笹木慶之委員 今の売上げ向上のことがありましたが、資料の３ページの中に

電話投票利用者という欄がありますね。以前から言っておりますが、電

話投票は非常に有効的な発売額の増加につながる要素を持っていると

思うんです。それで前も言いましたが、要は口座の開設が非常に手続き

が厄介ということですね。口座が開きたいが口座がなかなか開けないと

いう人もいろいろおられるようです。そのことを前回も聞きましたが、

前回もやるようなやらんようなよく分からんような答弁がありました

が、その辺はどのように考えておられるんでしょうか。まずお尋ねしま
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す。 

 

上田公営競技事務所長 笹木委員さんが言われるのはいわゆる電話投票の特に

オフィシャル部分で、これまで山銀等で口座開設できた部分あると思い

ます。もちろん昔の２０年前頃、まだまだ民間ポータルとかいわゆるネ

ット投票というところではなくて、携帯で番号を押して投票するという

ような状況のときに、主に年間集中的な形で電話投票の会員を増やして

きたところがございます。やはりどうしても、山口銀行とかそういう都

市銀行関係の口座の設定となりますと限られたところがありましてい

ろいろに難しいところはあるんですが、これについては前回そういうふ

うな意見が出たということで一応次回ＪＫＡのほうには検討依頼をし

ております。ＪＫＡといたしましても、それに係る部分の会員登録とか

そういうふうなことができるようにお客さんに宣伝していくことも強

化しないといけないというふうには言っておりますので、課題としてＪ

ＫＡも今認識している状況ではございます。 

 

笹木慶之委員 それでね、状況は随分動いているとは思うんですが、場外発売

所がどんどん今増えてますね。窓口はどんどん増えてるんですよ。宣伝

効果もかなり効いておるというふうに思ってますが、一番肝腎臓な最後

の部分購入という部分で二の足を踏むという形がありますので、やっぱ

りこれが一番効果的な売上げ増加の手法と思います。ですから、どうに

かこの辺を簡略化して多くのファンが口座の開設できるようにみやす

い方法を早急に検討いただきたいということを申し上げておきます。 

 

岡山明委員 大井議員と同じような質問になるんですけど、今度充用の金額が

１０億９，０００万。この金額は今、リース代とＪＫＡの猶予金の形の

借金がずっと加算していると。毎年約１億９，０００万、今回リース代

が半分になってますので１億６，０００万ぐらいずっと加算している状

況で、いよいよ来年から今年でＪＫＡの猶予金が１億４，９００万です

けどその分が減ってきます。ということで、３０年度からいよいよ充用
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金自体の加算する金額が恐らく１億３，０００万分少なくなると。じゃ

あ３０年、来年度予算の充用金の金額が今も１０億９，０００万プラス

３，０００万、４，０００万程度も加算すると今まで１億６，０００万、

１億９，０００万の上乗せがあった分が、来年度いよいよＪＫＡの充用

金が無くなりますのでその充用金自体の金額が縮小されるという理解で

よろしいですかね 

 

上田公営競技事務所長 先ほど説明いたしましたリース料の返済については、

平成２８年、２９年度、３，８００万の状況になっておりますが、３０

年度からは２７年度まで支払いしていた約７，７００万のリース料の額

になります。７，６７１万３，０００円ということで、いわゆる累積赤

字額としての額は、増える額はぐっと減ってくるんですが、いわゆる債

務の解消額が今年度１，２９８万ということで、２９年度末はそれより

も債務の解消額は確保できるというふうに捉えておりますので、そういった

部分で３０年度からは増える傾向にはございますが、やはり７，７００

万といいますとかなりの債務の解消額になります。増え幅はぐっと減っ

てくるんですが、逆に言えば今後いろんな取組をしていく中で、７，７００

万を超える債務の解消額になれば、その年から累積赤字額が減るという

ふうにはなります。そういうふうに考えております。 

 

岡山明委員 今言われたように、残りのあとリース代、今回は昨年と今年で半

額になっていますので、３，８００万と。そういう形で今言われた

７，６００万近い金額は充用金の中で加算されると、そういう毎年加算

されるような形、売上げが今の現状であれば同じようにずっと加算され

るような形になりますかね。 

 

上田公営競技事務所長 ７，６７１万３，０００円が加算されるというよりは、

７，６７１万３，０００円から債務の解消額、極端に言えば３，０００

万あれば、４，６７１万の分が累積赤字額に加算されるということにな

ります。だから、これまでの１億９，０００万、今年が１億５，５００
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万ございますが、そうした１億台というふうな累積赤字の増え方という

のは、もう無くなるということになります。 

 

岡山明委員 今の現状の中で、一番手っ取り早いんですけど、その充用金額が、

例えばゼロになると、そういう形になると、売上げに加算すると幾らぐ

らいの金額になりますか。今の売上げに対して充用金の部分が、上昇幅

がほとんどなくなると、見た目が逆に下げられるような形になると、そ

ういう分岐点と言ったらおかしいんですけど、それが売上げの幾らぐら

いのベースで大体考えられていますか。 

 

河野朋子委員長 今の質問の意図は繰上充用金がゼロになるためには、どれぐ

らいの売上げが必要かということでよろしいですか。そういう質問に対

しての回答をよろしくお願いします。計画では繰上充用がゼロになるの

は示されていますよね。４６年度でしたかね。それに向けて、どれぐら

い売上げがあれば、そこにいけるかという質問でいいですかね。 

 

上田公営競技事務所長 売上げといいますと、少し難しい部分がございますが、

平成２８年度決算見込みで約１，３００万というところで、２９年度以

降、ある程度累積債務解消額を増やしていく、いろんな取組をする中、

もちろんこの中には重勝式も入っておりますが、それを余り計算しなく

ても、その売上げだけにかかっていきますと、やはり平成２８年度が７７

億ということで、いろいろ収支状況を図る中で、もちろん包括的民間委

託の部分も前回３月に説明しましたとおり、２９年度以降の方針として

は協議しておりますが、委託料６億２，０００万、そして市の収益保証

が６，０００万ということで、それに基づいて年度末の精算ということ

になっております。ということで２９年度以降はある程度、そうしたス

タート時点での累積債務の解消額の確保になっております。売上げにつ

いて、今後７７億をよりキープして、７７億をより増やしていく。今後、

いろいろ取組、今業界の中でも今後三年、四年後に向けて、いろいろ取

組を図ろうとしております。これは今、業界の中でもやっておりますの
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で、そうした取組をしながらやっていきたいと思います。もちろん売上

げについては７７億から８０億、あるいは８５億というふうな形で売上

げを出していくことも大事ですが、その中の工夫をしながら、もちろん

いろんな取組の中で、そういった収益、債務の解消額を確保していける

ようにやっていきたいというふうに考えてもいますので、いわゆる売上

げが幾らだから、債務の解消額がこれだけになって、リースの返済が

３８年度に終わります。そういったところも踏まえて、売上げ向上を図

りながら、あるいは債務の解消額を図るという、解消額を確保するとい

うことが重要でございますので、ある程度、今の７７億ではそういう状

況でございますので、８０から８５億の間にいけるようになれば、ある

程度そうした部分のリース料の債務の解消額を超えるような、リース料

の債務を超えるような債務の解消額になれば、もちろん繰上充用がなく

なりますので、そうした状況にいけるように、特にこの３年、４年の取

組というのが重要になってくるかと思います。 

 

河野朋子委員長 今のでよろしいですか。今のに関連して、前回の議会で債務

の返済計画を示していただきましたよね。それは売上げをある程度どれ

くらいに想定して、こういう計画を作られたのかというのもすごく気に

なるところで、前回の議会ではそういったことについては質問していな

かったんですけど、そもそもさっき岡山委員が言われたように、どれぐ

らいの売上げの目標を持って、それに基づいて計画を作っているのかと

いうことも気になるので、関連してお聞きしますがいかがですか。そう

いった数字は出していないのかどうかとか、そういったことですよね。 

 

上田公営競技事務所長 なかなかその売上額ですよと、いわゆる開催収支の売

上げ、それに関わる部分でいろいろ工夫があるかと思います。もちろん

こういった部分は、昔のいわゆる民間ポータル。それから共用場外を

やってなかった部分と違って、いわゆる収益構造が変わっておりまし

て、いわゆる本場開催、それからオフィシャル投票、電話投票、これに

ついてはすごく売上げを伸ばせば、即収益として上がってきます。もち
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ろん、その一方、民間ポータル、共用場外については、売上げが確保で

きつつも、やはり委託料等で払う支払額というのがあるので、同じ売上

げに対する収益の額というのが全然変わってきているので、単純に売上

額を伸ばしつつも、どこを伸ばすかというターゲットもまた絞られてき

ます。そういった部分もあって一概に総額の、２８年度は７７億ですが、

これがどの程度の金額になればというよりも、どこの収益をどういうふ

うに伸ばして、最終的に開催収支の収益を伸ばすかというのが重要に

なってきておりますので、もちろん目標がございますが、いわゆる今後、

今は単年度、単年度で目標を設けております。３０年度は今予算どおり

の８０億を目標にして、最低でも２８年度の７７億を上回る、７８億、

７９億、そういった部分の売上げを伸ばすように考えてきておりますの

で、２７年度から２８年度の１２億というのが、２７年度がある意味悪

すぎたというところがございますので、毎年度早々１０億以上の売上げ

を見込めるということはないんですが、一応私たちの見込みとしまして

は毎年度最低でも１億、できれば２億、３億の売上げを伸ばすような形、

そして三、四年後にはいろんな取組を図る中で、売上げ増を図るという

ふうには考えておりますので、なかなか説明がしにくい部分がございま

すが、そうした状況ではございます。 

 

河野朋子委員長 今、具体的な売上額というものがある程度設定された上での

計画ではないということは分かりましたので、そこが確認したかったの

と、今回１０億ぐらい売上げが伸びていますよね。結局、売上げがこれ

だけ伸びているにもかかわらず、累積赤字の解消額を見ると、１，０００

万とか、すごく少ないわけですよね。なぜこういう仕組みになるのかと

いうのももうちょっと。単純な質問ですが、これだけ売上げが上がって、

やはり何か出るところにやっぱり、その辺りどうなんですか。その辺り

を少しお聞きしたいんですけど。１０億も伸びれば、解消額ももう少し

上がるのかなと思ったんですが、繰上充用額のほうが、むしろこういう

形で増えているというのは、どういうふうに理解したらいいのか、その

辺りの仕組みがよく分からないんですけど、どうですか。 
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上田公営競技事務所長 これにつきましては、平成２６年度から日本写真判定

と共同事業ということで包括的民間委託の契約をしております。その中

で２６年度、２７年度、２８年度もですが、市への収益保証、この

５，０００万円を優先して確保しております。２６年度は６億２，０００

万。２７年度につきましては市の収益保証を優先する中で、約４億

５，０００万円弱の委託料になってきております。これについてはいろ

いろ改修等を行った、そういった部分を踏まえた中でそういった状況が

ございます。２８年度についてはそうした状況、２７年度４億５，０００

万の委託料になったこと。そういったことも踏まえてはおりますが、や

はり収益保証の５，０００万を確保するということで、先ほどの資料の

中で示しましたとおり６億９８１万３，０００円というふうな委託料に

なってきた経緯によりまして、市への収益保証５，０００万の中からの

解消額となっております。これについては先ほど言いましたように２９

年度からは、市への収益保証は６，０００万円の基本方針ということで

協議済みでございますので、今後は開催収支であれば、最低でも二千何

百万かの債務解消がございますので、今後、重勝式も踏まえまして、

三千、四千というような債務解消額になれるように努力していくように考

えております。 

 

河野朋子委員長 委託契約の契約料ですかね、その辺りとすごく関連している

ということも今分かりましたけれども、ほかに質疑があれば。 

 

中島好人副委員長 繰上充用額の問題なんですけれど、いわゆる歳入に対して

歳出が不足するという額で、この計画表ではその額が赤字額というふう

に欄で計算されていますが、そういう見方でよろしいでしょうか。 

 

上田公営競技事務所長 これについては平成２６年度から議会、委員会のほう

には説明しておりますが、今回も三つの累積債務の解消ということで、

合計で１，２９８万円の解消をしております。私たちとしてはその三つ
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の債務の解消ということで考えておりますので、実質的な単年度収支は

黒字として捉えております。これについてはよく指摘がございますが、

ＪＫＡ交付金の猶予分の返済、それからリース料、これは合併前のそう

いった部分の負債でございまして、もしそれがなければ合併後は黒字が

継続している状況でございます。これについては定例の総務省のヒアリ

ング等で私たちも県と一緒に総務省のほうにヒアリングを受けて説明

しておりますが、あくまでも過去の債務の解消、負債の解消ということ

で、特にそれ以上の指摘は受けておりません。それから経済産業省のほ

うに報告しております、いわゆる小型自動車競走法の規則の３２条報

告、これについても報告を行っておりますが、いわゆる一番ターゲット

になります営業収支ですね。営業収支と投資的収支がございます。特に

営業収支の部分について報告している部分については、これは黒字に

なっておりますので、そういったところで経済産業省のほうもいろんな

ところで言っておりますが、山陽ついては黒字だというふうに捉えてお

りますので、私たちもその意味として捉えております。 

 

中島好人副委員長 なかなか説明が詳しくて分かりづらいんですけど、端的に

ね、ここに赤字額というふうに掲載されているけどもそうじゃないんだ

というところの分かりやすい根拠というのは一定必要じゃないかという

ふうに思っているんですよ。ずっと専門的にばあーっと言われてもなか

なかこの表では読み取れないところがある。それはなぜかというと、要

するに回転しているわけでしょ。要するに前年度が９億３，０００万で、

例えば今年度も９億３，０００万だったら、簡単に言えば、流れで同じ

というか、同じ流れですけども、事業も何も変わらずやったらそういう

ふうに回転していくわね。次の収益からもらうんだとこういうふうな回

転していくというので理解はできるんですけども、だからそういう意味

ではそこの回転のために充用金が必要で、だから事業が大きくなるのか、

今言われたように返済にしても今年度よりも次年度のほうが多く収入が

得られるという見込みの中で充用額も拡大するんだと、こういうふうな

解釈でよろしいんですか。 
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上田公営競技事務所長 少し端的に言います。やはりこれまで２６年度から説

明をしておりますけど、三つの累積債務の解消額、これが最終的に

１，２９８万あります。約１，３００万弱ございます。これがいわゆる

実質的な単年度収支の繰入れとして捉えております。先ほど言いました

とおり本来このＪＫＡ交付金の猶予分の返済、それからリース料、これ

は合併前の返済の部分でありまして、もしこれがなかったら毎年、これ

まで合併後約１５億以上の解消をしておりますけど、１５億の黒字が

あったというふうになりますので、分かりやすく言えばそういうことに

なります。合併後黒字が継続しているというふうに捉えております。一

度も解消額がマイナスになったことはございませんし、今後も１，０００

万は切れることのない、来年は少なくとも２，０００万以上は確保でき

ておりますので、そうしたところは私たちの運営としては全然継続して

いける状況というふうには捉えております。 

 

中島好人副委員長 だからトータルしてこれだけが黒字というふうに考えられ

るんですけど、今説明で分かりやすかったんですけども、要するに充用

額が前年度より多くなっているのが、例えばその上の重勝式なんかで

も、このたびは５００円というのが２７回ぐらいで、結局４００万ぐら

いしか収益が上がっていないと。しかし、今度はいろいろな宣伝等で多

く収入が見込まれる状況にあるから、場外もそうだし、サテライトもそ

う、見込みがあるからその収益から今までよりかようけ繰り入れても大

丈夫だという判断の中で、この充用額が増えているんじゃないかという

ふうな予測も立つんじゃけどもそうじゃないんですかという話なんで

すけど、分かりますかね言っていることが。 

 

川地総合政策部長 多分、副委員長が言われるのは二つのことが混ざり合って

いるんだろうと思うんですよ。基本的に一番上の赤字額っていうのは単

年度収支だけの話なんですよね。２８年度の歳入見込みがあって、歳出

見込みがあって、実際にやるとこれだけ足りないから次年度からお金を
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持ってこようというだけの話であって、これが１０億９，０００万に

なっていると。実際はＪＫＡ交付金とリース料については過去の負債で

ございます。負債ですけども将来的にこれは払わなければならない。払

う必要があるから、今払っていますけども、そいつが累積欠損の中に含

まれますので、払っていますけどそれが払えないので単純に累積欠損が

膨らんでいるだけの話でございまして、実質的にそれを除きますと、先

ほど上田所長が申し上げていますように黒字額をキープしているとい

うことでございます。それからもう一点は、今後の収支計画もあります

けども、本来の収支計画につきましては通常の開催分ですね、先ほど２

枚目の表にもお示しをいたしておりますけども、通常の開催分、これは

収益保証が非常に関わってくると。それとは別に、重勝式の分、これは

通常価格とは別の方式で実質収支を出します。更には、ここには盛り込

まれておりませんけども、新たな方式についてもいろいろと検討をいた

しておりますので、それを盛り込んでこの収支計画を作ってあります。

従って、売上額が何ぼだからこういうふうにどんだけ伸びるんではなく

て、あくまでも通常の開催分は最低保証額と包括民間委託料の額を照ら

し合わせて数字を出すと。それプラス、重勝式については新たに、別に

黒字額を出す。それからもう一点は、新たな更に検討している分につい

てもこれを想定して出したものが実質の今後の黒字額というふうに見

込んでいまして、それらを合計するとなんとか４５年度には全部が解消

できるんではないかというふうな試算をいたしておりますので、先ほど

から出ておりますように、じゃあ売上げがどんだけあったら解消できる

かというのはちょっと単純なものではございません。いろいろなものが

絡まり合って、この計画を作っているということだけは御理解をいただ

きたいというふうに思っております。 

 

中島好人副委員長 この計画ですけども、この売上金が１０億７，０００万の

計画から今回は９，０００万と、こういうところと併せて計画との差異

ですね。その原因について端的に教えていただければというふうに思い

ます。 
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川地総合政策部長 これもちょっと本会議で御説明を申し上げましたが、当初

は１１月の臨時議会で重勝式だけの補正予算を組んだときに３億か４

億ほど計上しておりまして、実際それが５，０００万になったわけです

けども、その実収支が二千数百万になりますよと。プラス通常の分で

三千数百万円になりますよということで、そういった意味でここで

３，０００万ってしておったんですが、先ほどからちょっと御説明をい

たしておりますけども、結局重勝式につきましては２枚目の表で４００

万程度しかありませんでした。これがかなり影響しているということで

結果２８年度、３，０００万の解消額の予定が１，３００万というふう

な結果になっております。しかしながら、２９年度以降につきましては、

この重勝式につきましては、各関係機関と一緒に啓発をするとか、更に

は実際に笹木委員がおっしゃるとおり、いかに買いやすくするか。やは

りこれが勝負であろうと。したがって、買いやすいようにいろいろなこ

とを関係機関とも考えております。例えば手数料の削減ですとか、そう

いったことも考えながらいかに売上幅を伸ばしていくかということを

今考えております。そういったことを考えておりますので、２８年度は

実質は実際に重勝式も伸びておりませんけども、２９年度につきまして

は今後伸びていくだろうという判断をいたしております。 

 

大井淳一朗委員 さっきの関連なんですけど、２９年度はこの「当たるんです」

が予算どおりにいって、今の収支計画は組んであるということですか。

そこを確認したいと思います。 

 

上田公営競技事務所長 予算額で組むと相当な解消額にはなると思います。た

だ、ある程度、さっき川地部長が言いましたとおり、開催収支、これを

しながらあくまでも別に重勝式はあるということで重勝式のほうもも

ちろん見込んではいくんですが、ある程度これは、うちにとってはリス

クのない方式。ただ開催収支についてはいろいろ支出もございます関係

で、もちろん解消額を確保していくんですが、ある程度の重勝式の部分
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は確保しておりますが、予算額となりますとかなりの収益になります。

もちろんその予算額どおりにいけるような努力をしていく必要はあり

ますが、そこまでを踏まえた額には、もちろん厳しい見方で重勝式のほ

うは見た数字になっております。 

 

大井淳一朗委員 別の質問をしましょう。収益保証のことが再三出ております

けれども、現在６，０００万ということで、これは日本トーターのとき

はたしか売上げに応じてというのがあったんですが、そういった附帯的

なものは、現在、現状についてお答えください。そういうのがあるのか

ないのかについて。 

 

河野朋子委員長 契約内容ですね。契約内容について。 

 

上田公営競技事務所長 ２５年度までは、日本トーターと契約しているときに

は、いわゆる売上げに係るパーセント、あるいは最低保証、それから施

行者の努力による収益保証という額がございましたので、三つの累積債

務の解消額につきましても、約２億近い部分がございました。ただ、や

はり山陽オートを継続していくと踏まえる中でいろいろ業界の中で調

整していただく中で日本写真判定と委託契約は継続できたということ

で、そうした部分を優先するようなことになりましたが、２６年度から

は収益保証がいわゆる５，０００万というふうになってきておりました

ので、いわゆるこの５，０００万の中からいろいろ工夫しながら、債務

の解消額を確保していくという、根本的に変わってきている状況ではご

ざいます。ただ先ほど言いましたように２９年度からは収益保証は

６，０００万円を確保できる基本方針として協議は済んでおります。 

 

大井淳一朗委員 私が聞きたいのは売上げが例えば上がったら６，０００万が

７，０００万になる。あるいは下がれば６，０００万が３，０００万に

なるとかそういった可変的なものはないということでよろしいでしょ

うか。 



 

 21 

 

上田公営競技事務所長 可変して変わるということはございません。 

 

大井淳一朗委員 それと売上げの向上策をいろいろと考えておられるのです

が、こうして先ほどの表を見ると、どうも民間ポータルと一番多いのは

場外の売上げの専用場外ですか、これが前年度で３４８．１％ですよね、

売上げベースで。利用者数ベースによると４７９．５％ということで、

これは別に山陽だけじゃないんですけど、全般的に言えることなんです

けれども、どうも収益構造が大分変わってきて偏りが出てきていると思

うんですよね。つまり本場の活性化はもちろん必要ですし、入場者数も

増えるにこしたことはないんですけども、全国的な流れからみてもイン

ターネット、電話投票関係、あるいは場外場で買うと、宇部のああいう

ところで買うといった、そういった収益構造が変わってきているのを踏

まえて、これは再三質問していることなんですけども、それを受けてど

のように、やはりそういった傾向って無視はできないと思うんですよ

ね。これに対して今、どうやって対策を打っていくのかについてお答え

いただければと思います。 

 

上田公営競技事務所長 やはり全体的に売上げを伸ばすということで、もちろ

んサテライトで発売拡充をしていく、これについてはいろいろな例えば

北海道の石狩とか東北地方で発売をすると、やはりそれだけのオートレ

ースという認知そのものの宣伝効果というのが非常に波及効果がある

ということで売上げには見えないもっと先の将来的な効果というのを

踏まえて、これはこれで重要です。ただ、全体の中では前年度からはか

なり増えていますけど、やはり売上的にはまだまだ８％ということで左

側の場間場外、いわゆる川口、伊勢崎の本場で、例えば山陽本場で川口

で売っていただく、そういった部分の売上げというのがやはり４割、半

分近くございます。もちろん本場開催の分が１０％ということで、よそ

の場を見ますと川口なんかは３割あるということで、うちの場はちょっ

と少ないんですが、もちろんそれほど場間場外、いわゆる川口、伊勢崎
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に関わる分が大きいというふうな構造になっております。もちろん山陽

の本場が９％とはいえ、本場開催を伸ばすということが即収益の拡大幅

が大きいので、この辺は日本写真判定もすごい重要視しておりまして、

特に本場開催の売上向上、いろいろなイベント等をやっておりますが、

そうした部分での確保、それから場間場外、いわゆる川口、伊勢崎でや

る場間場外ということで、今までなかった大きいレースのときに川口、

伊勢崎に赴いていろいろなイベントを独自でやる。もちろん施行だけで

はできませんが、いわゆる日本写真判定のほうであればもちろん東京の

ほうに本社がございます。ＪＫＡにも協力しながら、私たちは直接行け

なくてもそういったところのイベントを図る。あるいは同じ関東地方で

一番よく売れている新橋の場外発売所の前でいろいろなイベントをや

るというふうな形で、どこを重要視するか、もちろん民間ポータル、そ

れから専用場外の部分もありますが、そういった川口、伊勢崎などの場

間場外の売上向上策、それからもちろん先ほどいろいろ指摘がございま

したが、オフィシャルの電話投票の向上、そういうものをターゲットに

してやっていくということは、より強めていかなければならないし、も

ちろん業界の中でもよく協議しておりますけど、そうしたところは戦略

的に考えていこうというふうには思っております。 

 

大井淳一朗委員 これは予算でも質問したんですけれども、当たるんですが今

伸びていないことを受けて、今のシステム上ではインターネットでの購

入に限られていると思うんですけども、これをいわゆる本場とか場外売

り場で当たるんですが購入できたら、先ほど委員のほうからもありまし

たが、より買いやすくなるのではないかということがあるんですが、そ

ういったことは今検討されているんでしょうか。 

 

上田公営競技事務所長 当たるんですにつきましては、今いわゆるネット投票

が主流になっております。もちろんこれは伊勢崎でやっている重勝式も

ネット投票ということでこうした部分はネット投票が主体というふう

には考えておりますが、ちょっと今年度すぐにというのはないんです
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が、そういった部分の主流で考えておりますので、なかなか発売所、本

場とかそういった部分での発売というのはなかなかまだそういうとこ

ろには行き着くところではございませんが、ちょっと今この当たるんで

すの売上状況が悪いということで先日も３月に山陽場では一番大きい

レースがありましたが、そこで当たるんですののぼりを着けながら本場

に来るお客さんにも当たるんですの認知を図るいろんな努力もしてお

りますので、そういったところは各場もいろんな本場で当たるんですの

ＣＳ放送で宣伝したりというふうなこともございます。宣伝は本場等で

もやっておりますが、あくまでも日本写真判定が一番最初の目的で言っ

てましたとおり、宝くじユーザーそういった分のオートレースのお客さ

んというよりももっとそういった一般のお客さんを含めた中でのター

ゲットにしておりますので、そういった部分でネット投票ということに

なっておりますが、今の宣伝部分については今いろんな本場とかでもい

ろんな宣伝はしております。発売については今後の一つの課題としては

考えますが、いわゆるネット投票の中心であるということは基本にはな

るかと思います。 

 

大井淳一朗委員 私よく分からないんですが、競馬でウィン５ってありますよ

ね。あれはインターネットだけですか、それともウインズでも。（発言

する者あり）ウインズじゃ買えない、インターネットだけ。ああそうで

すか。じゃあなかなかほかのと比較しても無理かもしれませんが、独自

性出すためにもそういったこともあるし、前予算の審議のときでも言い

ましたけれども、ギガですね３万５，０００円、これがなかなか成立が

難しいということも考えれば１億円という名目も魅力的ではあるんで

すけれども、額を下げるという、額をもうちょっと設定を考え直すとか

そういうこともしていただければと思います。これは要望というか、前

も言ったことなんで。お願いしたいと思います。 

 

河野朋子委員長 今の関連ですけど、本場に来られる方と今の当たるんですの

客層というのはどういったふうになっているんですか。ダブっているん
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ですか、それとも全く。その辺りの分析されているんですか。 

 

上田公営競技事務所長 全く違うと思います。やっぱりネット投票、一番分か

りやすいのが民間ポータル。例えば民間ポータルの分でいきますと、全

くこれは本場に来られるお客さんは、議員さん方も本場に来られると分

かると思うんですが、やはり５０代、６０代のお客さん、もちろん若い

お客さんもおりますけど、そうした年齢構造がございます。ところが民

間ポータルのいわゆるネット投票の電話投票の民間ポータル見ますと、

私たちも想定以上にびっくりするのが、２０代、３０代、４０代でもう

民間ポータル、ネット投票が半分以上含めるんですよね。いわゆる地方

でいいますと関東地方が多いというふうになっておりますので、当たる

んですについてはまだそうしたところの状況というのが今動いてきて

おりますので、それとまだ実績がちょっと少ないということがございま

すが、それに近い状況だというふうには捉えております。 

 

河野朋子委員長 そういったことで本場での宣伝ももちろんいいと思いますけ

ど、そういうターゲットが分かればそういうターゲットに向けての広報

というかそれにもうちょっと力を入れていったらいいんじゃないかな

というふうに今の意見聞いて思いましたので、お願いします。 

 

岡山明委員 今の関連でちょっと申し訳ないですけど、今本場例えば話がある

んですけど、本場でインターネットの今実際やっているのが４重勝の分

はインターネットですね。じゃあ本場でインターネットの受付をされた

らとそれはちょっと横に入るんですか。本場においてインターネットの

受付をすると、受付といったらおかしいんですけど、今言われたように

委員のほうからも難しいと、手続が大変なんだと。そういう意味でそう

いう職員じゃないんですけど、そういう方をインターネットで紹介する

と、当たるんですの紹介をするような形とそういう本場においてそうい

う担当者を配置するという形で売上げを上げるとそういうことは考え

られるかどうか。その辺ちょっとお聞きしたいんですけど。 
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上田公営競技事務所長 先ほどちょっと説明いたしましたが、３月の特別ＧⅠ

で発売うんぬんというのはまず会員登録をしてからでないとネット投

票できませんので、その会員登録に促す形で当たるんですがありますよ

ということで、いろいろ本場に来るお客さん、なかなか本場に来るお客

さんはこれまで日本写真判定のほうに言っていたんですが、なかなか認

知いわゆるネット投票ですので、ネットでの宣伝を強化してましたけ

ど、そういった目に見える部分、本場に来たお客さんが当たるんですと

いうのを知っていただくために、そういった部分で会員登録を促すいろ

んなイベントはしてきてございますので、今後もお客さんが見込まれる

記念レース等でそういったところは今岡山委員が言われるようにそう

いった取組は継続してやるべきだというふうには私たちも思っており

ます。 

 

岡山明委員 まあギャンブル性もあるし、射幸心もあおるという部分であるん

でしょうけれど、売上げの一面に関してはその本場にいらっしゃる方が

インターネットで打ち込めば、会員になる可能性が多分にあると。本場

に来られるけど会員になってない方が結構いらっしゃる。そういう方を

対象としたインターネットの受付をしますと。受付をここでしますとい

うような形でのぼりと一緒に宣伝するとその辺も今後考えていただき

たいなと思います。 

 

河野朋子委員長 意見ということでいいですかね。質疑まだあれば。 

 

中島好人副委員長 気になってしょうがないんですけども、どんどんどんどん

そういう形で射幸心をあおるとこういう話を進められているんですけ

ども、国においてもギャンブル法が成立してですね、それに対する依存

症に対する対応策ということも何らかしなければいけないという方向

が出ているんですけども、そういう明確ななんか具体的な方向が出され

ているのかどうか、その辺はどうでしょう。 
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河野朋子委員長 それは以前からずっと質問が出てますが、以前と何か違うこ

とがあれば言ってください。 

 

上田公営競技事務所長 これについてはいろいろ協議において先日も開催執務

委員長会議があったんですが、結構こういうところがメインになってお

ります。実は、現在政府においてはＩＲ実施法案これを策定するのと並

行しまして、これに関連して今中島副委員長言われましたとおり、ギャ

ンブル依存症基本法案の制定を目指して今年度中には国会に提出され

る予定になっています。これに伴いまして、公営競技におけるギャンブ

ル依存症対策、これについても施行者へもいわゆる私たちの施行場につ

いても検討するように経済産業省に求められています。今年に入ってか

ら、ほかの公営競技いわゆる競艇、競輪等ございますが、これと足並み

をそろえるような調整も進んでいるところです。既に一部進んでいる対

応もあります。例えば、依存症相談窓口体制の強化としてＪＫＡのほう

には相談コーナーとして電話、ホームページ等において相談に対応する

体制を作っております。場合によっては専門病院を紹介する体制になっ

ております。また今後は、各施行場においても運用ガイドラインに基づ

く、これのひな型も今ＪＫＡのほうで作っているんですが、そうしたと

ころに基づく対策担当窓口、そういったところの配置業務、それからい

わゆる出走表、それから発売窓口等での注意・啓発、それからＪＫＡに

よるポスター、それから今後記念レースの私たちのＧⅡ、ＧⅠのポスター

にもそういった部分の啓発に示されるような言葉も入るようになって

おります。今後もこういったことは進めていくように業界内で随時協議

して連携を図っていく予定になっております。 

 

河﨑平男委員 やはり売上向上というか、関係機関等も地元にとっても本場売

上げというんが、入場者増に向けて努力されるというんがやっぱり一番

と思います。そういった中で今までも例えば固定ファンが千四百、五百

人おる中で払戻率の多く、普通８０％の払戻しをやるときにですね、売
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上げ向上というのはなっちょんですか。 

 

上田公営競技事務所長 これまでも払戻しの可変化についてはいろいろやって

きました。昨年度平成２８年度はＳＧ、それから特別ＧⅠ等での準決勝、

それから優勝戦でも行いました。今年度、平成３０年度になってからは、

これはＪＫＡのほうでポスター作りながらグレードレース７というこ

とで、７レースだけをターゲットにして払戻率を８０％にします。実は

これ余りうちで言うのもあれですが、山陽場で独自でやった部分があり

ます。これは５レースと９レースで。５レースと９レースで払戻しを８０

％とすることによって、恐らく２連単の払戻しを８０％にすることに

よっての売上げの山ができるだろうと。その山ができたときに後どのよ

うに影響するかというのを１日２回見て、それを普通開催でやってみよ

うということで実際にいい結果が出ております。それも踏まえて、今年

度はＳＧ、ＧⅠ、特別ＧⅠ、ＧⅡまでグレードレース７ということで払

戻しの可変化をしております。もちろんこれはポスター等で宣伝しなが

らも、誰が見ても分かるように、例えばうちでは７レースのところを

グレードセブンというふうに表示している場もありますが、うちは誰が

見ても分かりやすく２連単払戻率８０％競走（予選）（一般選）という

形でやっておりまして、初めて見た人もさすがにこのレースは２連単

８０％やなというのが分かるということで、いろいろ実績が出ておりま

す。今これについてはいろいろ８０％にすることによって、もちろん払

戻しの経費が掛かるんですが、いろいろ全動協それからオートレース振

興協会の支援も若干あるんですが、今ＪＫＡが分析しているのはこのま

だまだ今後やっていくのに実績を見ないと分からないんですが、そうい

うような助成、支援がなくてもこの部分の効果はやっていけるんではな

いかというような見込みが出ておりますので、今後もこうしたところ、

いろんな取組を業界内で協議しながらやって、今ようやくこの段階に来

て、払戻可変化の、一番これが最もお客さんに貢献できる、分かりやす

いファンサービスではないかというふうなことが業界内で言っており

ますので、これは今後もずっと考えていきたいというふうに思っていま
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す。 

 

河﨑平男委員 是非そういうやっぱオートレースのファンのために、是非とも

そういう本場に来られる、また楽しみに来られるファンをやっぱ獲得す

るというんで、いろんなものをやってほしいなと思います。やっぱレー

スを見て皆さんそう当たった、当たらんとかですね。そういうそれとか

単車とか音とかいろんなレース来て楽しむというんが、やっぱ主であり

ますので、その辺の分を力を入れていただいたらファンのためになるか

と思います。 

 

河野朋子委員長 意見ということでいいですね。ほかに質疑。なければよろし

いですか。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑を打ち切ります。それでは討

論に入ります。討論はありませんか。 

 

中島好人副委員長 今河﨑委員の言ったように、本来のオートのファンという

か、オート事業一定の専門知識なりそういうところでの参加していく、

そういうところでのこのたびの繰上充用額というのはそのものだった

ら私は賛成ですけども、しかし、今それとは全く違う重勝式の当たるん

ですということは、これは本当にそういう専門知識がなくても、しかも

さっきも言ったようにネットの若い２０代、３０代の人たちも言うなら

ぽっと参加できるわけですから、そういう意味では非常に危険性もある

し、また若者が額に汗して働くと、こういう本来の姿から、そういうふ

うに見てみると、なかなかそういうのがあるとなると、それをまた収益

を多く見込んで買いやすいようにするんだと、こういうふうになってい

く事業ってね、本来のオート事業とはかけ離れていくんじゃないかとい

う危惧もありまして、この議案については反対といたします。 

 

河野朋子委員長 ほかに討論は。では本議案について採決をいたします。本議

案に賛成の委員の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

 

河野朋子委員長 賛成多数ということで、本議案は可決すべきものと決しまし

た。お疲れ様でした。それでは５分間休憩していいですか。５分間休憩

いたします。 

 

 

午前１１時１９分休憩 

 

午前１１時２５分再開 

 

 

河野朋子委員長 それでは委員会を再開いたします。審査内容の２番、承認第

２号山陽小野田市税条例の一部改正に関する専決処分について担当課の

説明をお願いいたします。 

 

藤山税務課長 それでは税務課から、承認第２号の山陽小野田市税条例の一部

改正に関する専決処分について、概要を御説明いたします。今回の条例

改正は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が平成

２９年３月３１日に公布され、一部の規定を除き、４月１日に施行され

ることに伴う所要の改正であり、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より、平成２９年３月３１日に専決処分を行いましたので、同条第３項

の規定により議会の承認を求めるものであります。お手元に参考資料と

して「山陽小野田市税条例の一部を改正する条例、山陽小野田市都市計

画税条例の一部を改正する条例の専決処分の概要」をお配りしておりま

すので、これに沿って御説明します。専決処分する主な内容ですが、ま

ず第３３条について、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所

得について、損益通算及び繰越控除等を行うために提出された申告書に

記載された内容により、市長が納税義務者の意思を勘案して、所得税と

は異なる課税方式、申告分離課税、総合課税、申告不要により個人住民
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税を課税することができることを明確化するものです。次に、第６１条

について、被災者生活再建支援法の対象となる市において、災害により

滅失・損壊した償却資産に代わるものとして市長が認めるものを取得等

した場合、当該償却資産にかかる固定資産税を４年度間２分の１とする

ものです。なお、ここでいう被災者生活再建支援法とは、自然災害に

よって生活基盤に著しい被害を受けた人に対して、都道府県が被災者生

活再建支援金を支給するための措置を定めた法律のことです。次に第６３

条の２についてですが、高さが６０ｍを超える建築物のうち、複数の階

に住戸が所在している居住用超高層建築物、いわゆるタワーマンション

のことですが、この各住戸の固定資産税、都市計画税につきまして、一

棟全体の固定資産税額を各区分所有者に案分する際に用いる各住戸の専

有部分の床面積に、住戸の所在する階層の差異による床面積当たりの取

引単価の変化の傾向を反映するための補正率、これは、最近の取引価格

の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の１階を１００とし、階が一を増

すごとに、これに、約０．２５６を加えた数値ですが、この数値を反映

させることにより計算します。ここまで説明しました計算方法を下の２

番目の米印の改正後のところで示しております。先ほどの１階を１００

とし、階が一を増すごとに、これに、約０．２５６を加えた数値とは、

そこの計算式の階層別専有床面積補正率を指します。ここの部分が、そ

の上の米印の改正前の計算式とは異なっているところです。そこに載せ

ております参考案分イメージの表は、総務省の資料からのものですが、

現行（Ａ）の税額が今申した改正前の計算式のでありまして、補正後（Ｂ）

の税額が改正後の計算式であります。この表では、一番下の合計が改正

前、改正後で１，０００万円と同じです。改正前は１階から５０階まで

が税額全て２０万円と同額ですが、改正後では一番下の１階で税額が

１８万８，１７９円、１番上の５０階で税額が２１万１，８２１円で、

この差は約２万３，０００円となっております。このようにして、タワ

ーマンションにつきまして、各住戸の税額を計算するようになったので

すが、本文に戻りまして、各住戸間で天井の高さ、附帯設備の程度等に

ついて著しい差異があれば、現行の区分所有に係る家屋と同様に、区分
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所有者全員の協議による申出によって、差異に応じた補正を各住戸の税

額に行うものであります。次に、第６３条の３についてですが、被災市

街地復興推進地域に定められた場合には、震災等発生後４年度分に限り、

所有者の申出により発生前の共用土地に係る税額の案分方法と同様の扱

いを受けるようにするものです。なお、ここで言う被災市街地復興推進

地域とは、大規模な災害により相当数の建築物が滅失した場合に、土地

区画整理事業等を実施することを目的に、市町村の都市計画で定めるも

のです。次に第７４条の２についてですが、災害により住宅が滅失・損

壊した場合、被災日の属する年の１月１日を賦課期日とする年度分の固

定資産税、都市計画税について住宅用地の特例が適用されていれば、被

災後に住宅用地として使用することができない事情を申告することによ

り、住宅用地とみなして固定資産税、都市計画税の課税標準の特例を最

長２年間適用するのを、被災市街地復興推進地域については、４年間に

延長するものです。なお、ここで言う住宅用地の特例とは、住宅等の敷

地で２００平方メートル以下の部分の小規模住宅用地では、固定資産税

の課税標準額が６分の１に、都市計画税の課税標準額が３分の１に減額

され、住宅等の敷地で２００平方メートルを超える部分の一般住宅用地

では、固定資産税の課税標準額が３分の１に、都市計画税の課税標準額

が３分の２に減額されるものです。次に附則第８条については、免税対

象飼育牛、１頭当たりの売却価格１００万円、交雑種は８０万円、乳用

種は５０万円未満の肉用牛又は高等登録牛については、その売却による

所得に対する税額が免除され、それ以外の肉用牛については、売却価格

の合計額を他の所得と分離して一定の税率により税金を計算するなどの

特例の適用を受けることができる市民税の課税の特例について、適用期

限を平成３３年度まで３年間延長するものです。次に附則第１０条の３

については、耐震改修や省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対す

る固定資産税の減額制度を創設したことに伴い、申告手続を規定するも

のです。なお、ここで言う耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対す

る固定資産税の減額措置とは、昭和５７年１月１日以前に建築された住

宅について、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までに耐震
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改修工事を行い、長期優良住宅に認定されたものについては、改修が完

了した翌年度の固定資産税が３分の２に減額されるもので、熱損失防止、

省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

とは、平成２０年１月１日以前に建築された住宅について、平成

２９年４月１日から平成３０年３月３１日までに熱損失防止、省エネ改修

工事を行い、長期優良住宅に認定されたものは、改修が完了した翌年度

の固定資産税が３分の２に減額されるものです。次に附則第１６条につ

いては、軽自動車税のグリーン化特例、軽課について、燃費性能の向上

に応じて対象を重点化した上で、次のとおり適用期限を２年延長するも

のです。改正前の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに

取得した軽自動車のうち、電気自動車等については、７５％軽減、

２０２０年度燃費基準のプラス３０％、２０２０年度燃費基準のプラス

２０％を達成したものについては、５０％軽減等されていたものが、改

正後の平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までの２年間に取

得した軽自動車については右側の表のとおりとなります。改正前と比べ

ますと、５０％軽減が、２０２０年度燃費基準のプラス３０％を達成し

たものに限られ、２０２０年度燃費基準のプラス２０％を達成したのも

のが、２０２０年度燃費基準のプラス１０％を達成したものとともに

２５％軽減となり、２０２０年度燃費基準を達成しているものは軽減がな

くなっています。なお、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日

までに取得した軽自動車は、平成３０年度の軽自動車税に限り適用され、

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までに取得した軽自動車

は、平成３１年度の軽自動車税に限り適用されます。次の表に税率の例

を示しております。次に、附則第１６条の２についてですが、平成２８

年に発覚した燃費試験不正問題を受けて、自動車メーカーの不正に伴う

軽自動車税の不足税額について、不正を行った自動車メーカーに不足税

額の１００分の１０を乗じた金額を不足税額に加算して、納税義務を課

するなど所要の措置を講ずるものです。最後ですが、附則第１７条の２

について、個人が昭和６２年１０月１日から平成２８年１２月３１日ま

での間に、その年１月１日において所有期間が５年を超える土地等を、
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優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の市民税については、一般譲

渡、優良住宅地のための譲渡に該当しない譲渡による所得と分離して一

定の税率により税金を計算するなどの特例の適用を受けることができる。

この適用期限を平成３２年度まで３年間延長するものです。なお、ここ

で言う一定の税率とは、法律に基づいて優良住宅地を造成する場合、課

税所得金額が２，０００万円以下の部分は、市民税が２．４％、県民税

が１．６％、課税所得金額が２，０００万円を超える部分は、市民税が

３％、県民税が２％というものです。主な改正内容は以上のとおりです

が、このほか、引用規定の追加、条ずれ、項ずれ、条文の書きぶりなど

の整理等がございます。以上で説明を終わります。 

 

河野朋子委員長 ありがとうございました。今説明を受けましたので、これは

承認３号も併せてされたんですかね。今２号だけですかね。じゃあ２号

についての質疑を受けます。 

 

笹木慶之委員 いろんな改正がありますが、結果的にこの税制改正によっての

影響力、関係ないところもあるようですが、６３条の２それから附則第

１６条、附則第１７条の２辺りの影響力はどのようにお考えでしょうか。 

 

藤山税務課長 第６３条の２、これはタワーマンションのことですが、現在山

陽小野田市に該当するマンションはございません。ですからちょっと影

響額については承知しておりません。それから附則第１６条の軽自動車

税のグリーン化特例でございますが、今回このような改正が行われたと

しますと、平成２９年度の当初予算ベースでいきますと１５０万円程度

の増収を想定しております。それから最後の附則第１７条の２の優良住

宅地のところでございますが、ちょっとこれにつきましては影響額は把

握しておりません。 

 

大井淳一朗委員 笹木さんが今言われたこと以外は全て本市には関係ないとい

うことでよろしいですか、そこも併せて。もし対象あるものがあれば補
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足的に答えていただければと思います。 

 

藤山税務課長 市にとって大きな影響が出るものはありませんが、ただ第３３

条でございますが、特定配当、特定株式等について市民の方がはっきり

どういったことをすればいいかということがはっきり明確になるという

ことで、市民の方にとっては有利な場合も出てこようかと思います。 

 

中島好人副委員長 全体的にですね、今軽自動車のところの割合が、ちょっと

負担が５０％から２５％という形で百何万を市民が負担するようになる。

そこだけ見るとこりゃいけんなというふうになるんだけれども、全体的

に災害あったとき期間の延長とかこの承認２号ですね、全体を通して市

民には有益な状況が多いわけですね、今。 

 

藤山税務課長 今回目指すのが災害等による税額の関係があろうかと思います。

今まで大きな災害がありましたら、例えば附則とかで急きょうたうとい

うような形で被災者を救援するようなことをやっていると思うんですが、

今回そういうのではなくて、あってはなりませんが規定をはなから常設

して、何かあったときに手当ができるというような税体制になっている

のではないだろうかと思っております。 

 

笹木慶之委員 これ単純なことであれですが、資料の４ページの１６条の表で

すよね。表の新旧があるんですが、達成のところの２５％軽減、片方は

ハイフンになっていますが、これは何、ミス。何ですかこれは。 

 

藤山税務課長 右側のハイフンは軽減がなくなったという意味です。 

 

河野朋子委員長 軽減がないということですよね。 

 

笹木慶之委員 達成という意味はどうなんですか。達成というのは。 
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藤山税務課長 済みません、スペースがないので上の２０２０年度燃費基準が

達成というふうに読んでいただけると。そういう意味で資料作らさせて

もらいました。 

 

笹木慶之委員 よく分からないですが。３０％達成、２０％、１０％、完璧な

達成という意味です。 

 

河野朋子委員長 １０％未満ということじゃないんですか。（発言する者あり）

表現としたらこれは１０％未満ということでしょ。一番下は。 

 

笹木慶之委員 だけど達成は今回なくなったという意味ね。（発言する者あり） 

 

河野朋子委員長 軽減されないということですね。ほかに。（「なし」と呼ぶ

者あり）では質疑を打ち切りまして討論はありますか。（「なし」と呼

ぶ者あり）討論なしということで、採決いたします。本議案に賛成の委

員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

河野朋子委員長 全員賛成で本議案は承認すべきものと決しました。続きまし

て承認第３号についてお願いいたします。 

 

藤山税務課長 承認第３号の山陽小野田市都市計画税条例の一部改正に関する

専決処分についてですが、専決処分日、専決処分する理由につきまして

は、山陽小野田市税条例の一部改正に関する専決処分についてと同様で

ございます。専決処分する内容についてですが、附則第１４項は法律の

改正に伴う項ずれの改正であります。以上です。 

 

河野朋子委員長 以上で説明が終わりましたので、質疑はよろしいですか。 
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大井淳一朗委員 法律の改正とありますが、どういった法律の改正があったん

でしょうか、参考までに。 

 

藤山税務課長 先ほども申した地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正

する法律でございます。 

 

河野朋子委員長 ほかに。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ質疑を打ち切り

ます。討論もよろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）では本議案に

ついて採決をいたします。本議案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

河野朋子委員長 全員賛成で本議案は承認すべきものと決しました。以上で終

わります。お疲れ様でした。    

 

午前１１時４３分閉会 

 

平成２９年（２０１７年）５月２６日 

 

                総務文教常任委員長  河 野 朋 子 

 


